
１　目的

　　介護保険法に基づく運営基準等において、介護保険事業者（以下「事業者」という。）は、介

　護サービスの提供による事故発生の防止並びに発生時の対応について、必要な措置が定められて

　いる。

　　しかし、介護保険施設等における介護サービス提供中の重大な事故が後を絶たず、高齢者の生

　命・身体の安全の確保が最優先の課題となっている状況である。

　　このため、介護サービスの提供に伴う事故発生の未然防止、発生時の対応及び再発防止への取

　組等について次のとおり指針を定め、もって、利用者又は入所者等の処遇向上を図ることを目的

　とする。

２　事故発生の未然防止

（１）居宅サービス事業者

　　①　利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合の対応方法について、あらかじめ

　　　定めておくこと。

　　②　管理者は、従業者に対し、事故発生の防止に関する知識等を周知するとともに、事業所外

　　　の研修等を受講させるよう努めること。

（２）施設サービス事業者

　　①　事故発生の防止のための指針を整備すること。

　　②　事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。

　　　（上記の指針、委員会及び研修についての詳細は、基準条例及び解釈通知を参照すること。）

３　事故発生時の対応

（１）居宅サービス事業者

　　①　事故の態様に応じ、必要な措置を迅速に講じること。

　　②　当該利用者の家族、県（所管県民局健康福祉部）、市町村（所在市町村及び保険者）、当

　　　該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡・報告を行うこと。

　　③　事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。

　　　（記録は５年間保存すること。）

（２）施設サービス事業者

　　①　事故の態様に応じ、必要な措置を迅速に講じること。

　　②　当該利用者の家族、県（所管県民局健康福祉部）、市町村（所在市町村及び保険者）等に

　　　連絡・報告を行うこと。

　　③　事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。

　　　（記録は５年間保存すること。）

４　事故後の対応及び再発防止への取組

（１）居宅サービス事業者

　　①　賠償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。

　　②　事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるとともに、全従業者に周知徹底

　　　すること。

（２）施設サービス事業者

　　①　賠償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。

　　②　事実の報告及びその分析を通じた改善策を全従業者に対し周知徹底すること。

　　　（上記の報告、分析等についての詳細は、基準条例及び解釈通知を参照すること。）

９ 介護保険施設・事業所における事故等発生時の対応に係る指針 
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５　県（所管県民局健康福祉部）への報告

（１）報告すべき事故の範囲

　　　報告すべき事故の範囲は、原則、以下のとおりとする。

　　①　サービス提供による利用者の事故等

　　　ア　事故等とは、死亡事故の他、転倒等に伴う骨折や出血、火傷、誤嚥等サービス提供時の

　　　　事故により、医療機関で治療又は入院したもの及びそれと同等の医療処置を行ったものを

　　　　原則とする。（事業者側の責任や過失の有無は問わず、利用者自身に起因するもの及び第

　　　　三者によるもの（例：自殺、失踪、喧嘩）を含む。）

　　　イ　サービス提供には、送迎等も含むものとする。

　　②　食中毒、感染症（結核、インフルエンザ他）の集団発生

　　③　従業者の法律違反・不祥事等利用者の処遇に影響のあるもの

　　④　火災、震災、風水害等の災害により介護サービスの提供に影響する重大な事故等

（２）報告事項

　　　県（所管県民局健康福祉部）への報告は、別紙様式を標準とする。ただし、市町村で報告様

　　式が定められている場合や、別紙様式の各項目が明記されている書式がある場合には、それに

　　よっても差し支えない。

（３）報告手順

　　　事故等が発生した場合は、速やかに家族等に連絡し、県（所管県民局健康福祉部）及び市町

　　村（所在市町村及び保険者）に報告する。

　　①　第一報

　　　　死亡事故等、緊急性の高いものは、電話等により事故等発生の連絡を行い、その後、速や

　　　かに報告書を提出する。

　　②　途中経過及び最終報告

　　　　事業者は、事故処理が長期化する場合は、適宜、途中経過を報告するとともに、事故処理

　　　が完了した時点で、最終報告書を提出する。

※　参考（事故報告フロー図）

事故発生 

・サービス提供による利用者の事故等 

 （死亡事故の他、骨折、誤嚥等） 

・食中毒、感染症（結核、インフルエ 

 ンザ他）の集団発生 

・従業者の法律違反、不祥事等 

・火災、震災、風水害等の災害 

事故の態様に応じ、 

必要な措置を迅速に講じる 

事故の状況及び 

事故に際して採った処置について 

記録 

・家族に連絡 

・死亡事故等の緊急性の高い場合は、 

県（所管県民局健康福祉部）及び 

市町村（所在市町村及び保険者） 

に電話等により連絡 

・居宅介護支援事業者に連絡 

 （※居宅サービスの場合） 

・県（所管県民局健康福祉部） 

・市町村（所在市町村及び保険者） 

※第一報並びに途中経過及び最終報告 

事業者 

連絡 

県（本庁長寿社会課） 

連

絡

調

整 
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（報告様式） 第１報：平成  年  月  日 

第２報：平成  年  月  日 

介護保険事業者・事故報告書
第１報（発生後速やかに報告） 

事  業  所       

名 称    ｻ ｰﾋﾞｽ種類       

所在地    電 話 番 号       

報告者    職名  氏 名 

利  用  者       氏 名      （ 男 女 ） 被保険者番号 

生年月日     明･大･昭   年  月  日（  歳） 要 介 護 度       要支援（ ）・要介護（ ） 

事故の概要       

発 生 日 時       平成  年   月   日（  ）  午前・午後  時  分 頃 

発 生 場 所       □居室 □廊下 □トイレ □食堂 □浴室 □その他（ ） 

事 故 種 別       □転倒 □転落 □誤嚥･異食 □誤薬 □失踪 □食中毒

□感染症等（ ）  □その他（ ） 

事 故 結 果       □通院 □入院 □死亡 □骨折 □打撲･捻挫 □切傷  □その他（  ） 

事故発生時の具体的状況 報告先  報告･説明日時

医師 ／  ： 

管理者   ／  ： 

担当ＣＭ   ／  ： 

家族   ／  ： 

県民局   ／  ： 

市町村   ／  ： 

  ／  ： 

第２報（第１報後２週間以内） 

事故後の対応 （利用者の状況、家族への対応等） 

損害賠償 □有（□完結 □継続） □無  □未交渉

事故の原因 

再発防止に関する今後の対応・方針 

注１ 介護サービス提供中に事故等が発生した場合に、この報告書を県（所管県民局）に提出してください。 

注２ 第２報提出時に事故対応が未完結の場合は、その時点での進捗状況や完結の見込みなどを、今後の対応・方針欄

に記載してください。なお、記入欄が不足する場合は、必要に応じ別に記載してください。 
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平成 24 年 4 月に施行された改正介護保険法により、事業者に対する労働法規の遵守の徹

底が図られ、労働関係法令に違反した場合には、指定又は許可を受けられないことがありま

す。 

 また、既に指定（許可）を受けていても、労働関係法令に違反し、罰金刑に処せられるよ

うな場合は、指定（許可）を取り消される可能性もあります。 

＜指定（許可）の欠格事由＞ 

 H24.4 月から欠格事由として以下①及び②が追加されました。（介護保険法第 70 条第 2

項、第 79条第 2項、第 86条第 2項、第 94条第 3項、第 115条の 2第 2項、旧介護保険法第

107条第 3項） 

① 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せ

られ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき 

※ 労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの 

  ・ 労働基準法（昭和 22年法律第 49号）第 117条 、第 118条第 1項（同法第 6条及び

第 56条の規定に係る部分に限る。）、第 119条（同法第 16条 、第 17条、第 18条

第 1項及び第 37条の規定に係る部分に限る。）及び第 120条（同法第 18条第 7項及

び第 23条から第 27条までの規定に係る部分に限る。）の規定並びに当該規定に係る

同法第 121条の規定（これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労

働者の保護等に関する法律（昭和 60 年法律第 88 号）第 44 条（第 4 項を除く。）の

規定により適用される場合を含む。） 

  ・ 最低賃金法（昭和 34年法律第 137号）第 40条の規定及び同条の規定に係る同法第

42条の規定 

・ 賃金の支払の確保等に関する法律（昭和 51年法律第 34号）第 18条の規定及び  同

条の規定に係る同法第 20条の規定 

② 申請者が、社会保険各法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和 44年法律

第 84号）の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金について、当該

申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処

分を受けた日から正当な理由なく３月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納

期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき 

（注：社会保険各法の保険料等については、従前から同様の規定あり） 

また、①については、指定（許可）取消の要件としても追加されました。（介護保険法第

77条第 1項、第 84条第 1項、第 92条第 1項、第 104条第 1項、第 115条の 9第 1項、旧介

護保険法第 114条第 1項） 

１０ 労働法規の遵守 
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＜参考＞ 

 岡山労働局ホームページ（http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/）のトップペ

ージ左下にあるバナー社会福祉施設における労働条件確保･労働災害防止をクリックすると

特設ページが開きます。 

特設ページには社会福祉施設向けに労働基準関係法令等について説明している下記のパ

ンフレット類等が掲載されていますので、御覧ください。 

● 「介護労働者の労働条件の確保･改善のポイント」

● 「訪問介護員のための魅力ある就労環境づくり」

● 「社会福祉施設の事業主、労働者のみなさまへ」

● 「社会福祉施設における安全衛生管理について」  など 
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１１ 介護職員等による喀痰吸引等の実施

社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により、平成２４年４月１日から、一定の研修を受

けた介護職員等においては、医療や看護の連携による安全確保が図られていること等、一定の

条件の下で、医療行為である喀痰吸引等（たんの吸引・経管栄養）の行為を実施できるように

なりました。

１ 制度ができた背景

これまで、介護職員等によるたんの吸引等の医療行為は、当面のやむを得ない措置として

一定の要件の下に運用（実質的違法性阻却）されてきましたが、今回の社会福祉士及び介護

福祉士法の一部改正により、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等が、業として喀

痰吸引等の行為を実施できることが法律上明記されました。

２ 制度開始

平成２４年４月１日

３ 対象となる行為

・たんの吸引（口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部）

・経管栄養（胃ろうまたは腸ろう、経鼻経管栄養）

４ 喀痰吸引等の行為を行う者

・介護福祉士（平成２８年１月以降の国家試験合格者）

・介護職員等（上記以外の介護福祉士、ホームヘルパー等の介護職員、特別支援学校教員

等）

５ 喀痰吸引等の行為の実施場所及び実施者

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等の施設や、在宅（訪問介護事業所等からの訪問）

などの場において、介護福祉士や、認定を受けた介護職員等のいる登録事業者により実施さ

れます。

６ 喀痰吸引等の行為の従事者、事業所等の登録手続等

登録研修機関にて一定の研修を修了した介護福祉士及び介護職員は、認定特定行為業務従

事者として、認定証の交付を受けた上で、また、上記の職員が所属する事業所は、特定行為

事業者として、県の登録を受けた上で、喀痰吸引等の行為を行うことができます。

７ お問い合わせ先

入所系施設・事業所（不特定多数の者対象）… 長寿社会課（長寿社会企画班）

086-226-7326
在宅系事業所（特定の者対象） … 障害福祉課（障害者支援班）

086-226-7345
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○制度に関する資料

制度の概要については、下記のサイトを参照ください。

厚生労働省ホームページ内 ＜喀痰吸引等（たんの吸引等）の制度について＞

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/index.html

○実質的違法性阻却について

１ 実質的違法性阻却とは

たんの吸引・経管栄養は医療行為に該当し、医師、看護職員のみが実施可能ですが、例

外として、本人の文書による同意、適切な医学的管理等一定の条件下で、介護職員等によ

る実施が認められてきました。

２ 経過措置及び経過措置対象者の認定特定行為業務従事者申請について

実質的違法性阻却により、現に喀痰吸引等を行っている者は、その行為ごとに、必要な

知識及び技術を習得していることについて県に申請を行い、認定証が交付されることによ

り引き続き必要な知識及び技能を修得してる範囲において、喀痰吸引等の行為が可能にな

ります。

○介護職員等が喀痰吸引を行うには

１ 介護職員等に対する研修について

喀痰吸引等の行為を実施する場合には、県又は登録研修機関が行う一定の研修を修了す

る必要があります。研修には、特別養護老人ホームなどの施設において不特定多数の利用

者に対して喀痰吸引等の行為を行う「不特定多数の者対象研修」と、在宅や特別支援学校

等において特定の利用者に対して喀痰吸引等の行為を行う「特定の者対象研修」の２種類

があります。

＜不特定多数の者対象研修＞については長寿社会課ホームページへ

http://www.pref.okayama.jp/page/265349.html
＜特定の者対象研修＞については障害福祉課ホームページへ

http://www.pref.okayama.jp/page/264436.html
２ 認定特定行為業務従事者の認定について

研修を修了した者は、県へ「認定特定行為業務従事者」の認定申請を行い、認定証の交

付を受ける必要があります。

３ 登録特定行為事業者の登録について

認定特定行為業務従事者が所属する福祉・介護サービス事業所は、「登録特定行為事業

者」として県へ登録申請を行う必要があります。

○登録研修機関について

介護職員等に対する研修（「不特定多数の者対象」及び「特定の者対象」）を実施しよう

とする個人・法人は、「登録研修機関」として県へ登録申請を行う必要があります。

○岡山県からの通知等

・違法性阻却による介護職員等の喀痰吸引等の実施にかかる経過措置の扱いについて（通知）

（平成 24年 1月 27日保福第 592号）
・違法性阻却による介護職員等の喀痰吸引等の実施にかかる認定特定行為業務従事者認定証

（経過措置）交付申請書の添付書類について（平成 24年 2月 7日事務連絡）
・介護職員等による喀痰吸引等に係る各種申請に関する質問及びＱ＆Ａについて（平成 24
年 2月 7日事務連絡）

通知の参照等、詳しくは岡山県保健福祉部保健福祉課のホームページから

http://www.pref.okayama.jp/soshiki/32/

＜介護職員等による喀痰吸引等（たんの吸引等）について＞

http://www.pref.okayama.jp/page/263707.html
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関

へ
委

託

実
施

回
数

5
回

以
上

ケ
ア

の
種

類

指
導

者
講

習
基

本
研

修
実

地
研

修

医
師

の
指

示
及

び
、

実
地

対
象

者
又

は
家

族
の

同
意

の
も

と

指
導

看
護

師
：
看

護
師

講
 師

：
医

師
、

看
護

師

ケ
ア

の
種

類
実

施
回

数

1
0
回

以
上

2
0
回

以
上

2
0
回

以
上

登
録

特
定

行
為

事
業

者
（
H

2
4
年

度
～

）
登

録
喀

痰
吸

引
等

事
業

者
（
H

2
7
年

度
～

）

　
　

※
講

義
修

了
後

、
　

 　
　

筆
記

試
験

実
施

施
設

、
事

業
所

等
登

録
研

修
機

関

講
習

（
講

義
、

演
習

）

伝
達

講
習

講
義

演
習

指
導

実
地

指
導

介
護

職
員

介
護

職
員

実
習

５
０

時
間

演
習

医
師

、
看

護
師

→
講

師
、

指
導

看
護

師

指
導

者
講

習
を

受
講

し
た

看
護

師
等

が
講

師
と

な
り

、
厚

労
省

実

施
の

講
習

と
同

等
の

内
容

に
よ

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

ー

登
録

介
護

職
員

看
護

職
員

指
示

連
携

連
携

の
指

示

登
録

認
定

特
定

行
為

業
務

従
事

者
（
H
24

年
度

～
）

医
師

利
用

者
（
実

地
対

象
者

）

別
紙

参
照

別
紙

参
照

た
ん

の
吸

引
等

の
実

施

口
腔

内
気

管
ｶ
ﾆ
ｭ
ｰ

ﾚ
内

部
鼻

腔
内

経
管

栄
養

気
管

ｶ
ﾆ
ｭ
ｰ

ﾚ
内

部
胃

ろ
う

又
は

腸
ろ

う

経
管

栄
養

経
鼻

経
管

栄
養

胃
ろ

う
又

は
腸

ろ
う

経
鼻

経
管

栄
養

救
急

蘇
生

法
研
修
類
型
　
②

た
ん

の
吸

引
※

演
習

は
シ

ミ
ュ

レ
ー

タ
ー

が
必

要
口

腔
内

鼻
腔

内

経
管

栄
養

胃
ろ

う
又

は
腸

ろ
う

5
回

以
上

1
回

以
上

5
回

以
上

5
回

以
上

5
回

以
上

5
回

以
上

※
人

工
呼

吸
器

装
着

者
に

対
す

る
喀

痰
吸

引
が

　
 必

要
な

場
合

に
は

、
別

途
演

習
を

行
う

※
人

工
呼

吸
器

装
着

者
に

対
す

る
喀

痰
吸

引
が

　
 必

要
な

場
合

に
は

、
別

途
実

地
研

修
を

行
う

ケ
ア

の
種

類
実

施
回

数

2
0
回

以
上

2
0
回

以
上

※
指

導
看

護
師

は
各

プ
ロ

セ
ス

で
評

価
を

実
施

※
指

導
看

護
師

は
各

プ
ロ

セ
ス

で
評

価
を

実
施

※
指

導
看

護
師

が
実

習
全

て
に

立
会

の
う

え
実

施

1
0
回

以
上

2
0
回

以
上

2
0
回

以
上

2
0
回

以
上

医
師

、
看

護
師

→
講

師
、

指
導

看
護

師

施
の

講
習

と
同

等
の

内
容

に
よ

り
実

施

講
習

（
講

義
、

演
習

）

利
用

者

60



（
別

紙
）

時
間

介
護

職
員

等
に

よ
る

た
ん

の
吸

引
等

の
実

施
に

つ
い

て
4

清
潔

保
持

と
感

染
予

防
　

・
制

度
の

概
要

1
)

感
染

予
防

0
.5

介
護

職
員

等
に

よ
る

た
ん

の
吸

引
等

の
研

修
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
に

つ
い

て
2
)

職
員

の
感

染
予

防
0
.5

　
・
研

修
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
と

研
修

テ
キ

ス
ト

概
説

3
)

療
養

環
境

の
清

潔
、

消
毒

法
0
.5

た
ん

の
吸

引
の

ケ
ア

実
施

に
つ

い
て

【
講

義
】

4
)

滅
菌

と
消

毒
1
.0

5
健

康
状

態
の

把
握

　
・
「
た

ん
の

吸
引

の
指

導
、

評
価

」
の

手
順

1
)

身
体

・
精

神
の

健
康

1
.0

経
管

栄
養

の
ケ

ア
実

施
に

つ
い

て
【
講

義
】

2
)

健
康

状
態

を
知

る
項

目
（
ﾊ

ﾞｲ
ﾀ
ﾙ

ｻ
ｲ
ﾝ
な

ど
）

1
.5

3
)

急
変

状
態

に
つ

い
て

0
.5

　
・
「
経

管
栄

養
の

指
導

、
評

価
」
の

手
順

6
高

齢
者

及
び

障
害

児
・
者

の
「
た

ん
の

吸
引

」
概

論
た

ん
の

吸
引

の
ケ

ア
実

施
に

つ
い

て
【
演

習
】

1
)

呼
吸

の
し

く
み

と
は

た
ら

き
1
.5

　
・
「
た

ん
の

吸
引

が
必

要
な

利
用

者
の

ケ
ア

に
関

す
る

知
識

・
技

術
」
の

確
認

2
)

い
つ

も
と

違
う

呼
吸

状
態

1
.0

　
・
「
た

ん
の

吸
引

の
指

導
、

評
価

」
の

実
際

3
)

た
ん

の
吸

引
と

は
1
.0

　
・
「
人

工
呼

吸
器

」
の

指
導

の
際

の
留

意
点

4
)

人
工

呼
吸

器
と

吸
引

2
.0

経
管

栄
養

の
ケ

ア
実

施
に

つ
い

て
【
演

習
】

5
)

子
ど

も
の

吸
引

に
つ

い
て

1
.0

　
・
「
経

管
栄

養
が

必
要

な
利

用
者

の
ケ

ア
に

関
す

る
知

識
・
技

術
」
の

確
認

6
)

吸
引

を
受

け
る

利
用

者
や

家
族

の
気

持
ち

と
対

応
、

説
明

と
同

意
0
.5

　
・
「
経

管
栄

養
の

指
導

、
評

価
」
の

実
際

7
)

呼
吸

器
系

の
感

染
と

予
防

（
吸

引
と

関
連

し
て

）
1
.0

　
・
「
Ａ

Ｅ
Ｄ

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

ー
」
の

指
導

の
際

の
留

意
点

8
)

た
ん

の
吸

引
に

よ
り

生
じ

る
危

険
、

事
後

の
安

全
確

認
1
.0

安
全

管
理

体
制

と
リ

ス
ク

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

に
つ

い
て

9
)

急
変

・
事

故
発

生
時

の
対

応
と

事
前

対
策

2
.0

　
・
ヒ

ヤ
リ

ハ
ッ

ト
、

ア
ク

シ
デ

ン
ト

報
告

の
意

義
と

実
際

7
高

齢
者

及
び

障
害

児
・
者

の
「
た

ん
の

吸
引

」
実

施
手

順
解

説
　

・
事

故
発

生
の

防
止

1
)

た
ん

の
吸

引
で

用
い

る
器

具
・
器

材
と

そ
の

し
く
み

、
清

潔
の

保
持

1
.0

施
設

、
事

業
所

に
お

け
る

体
制

整
備

に
つ

い
て

2
)

吸
引

の
技

術
と

留
意

点
5
.0

　
・
ケ

ア
実

施
に

必
要

な
体

制
整

備
の

概
要

と
各

職
種

の
役

割
3
)

た
ん

の
吸

引
に

伴
う

ケ
ア

1
.0

　
・
体

制
整

備
の

実
際

4
)

報
告

及
び

記
録

1
.0

 質
疑

応
答

8
高

齢
者

及
び

障
害

児
・
者

の
「
経

管
栄

養
」
概

論
1
)

消
化

器
系

の
し

く
み

と
は

た
ら

き
1
.5

2
)

消
化

・
吸

引
と

よ
く
あ

る
消

火
器

の
症

状
1
.0

3
)

経
管

栄
養

法
と

は
1
.0

4
)

注
入

す
る

内
容

に
関

す
る

知
識

1
.0

時
間

5
)

経
管

栄
養

実
施

上
の

留
意

点
1
.0

1
人

間
と

社
会

6
)

子
ど

も
の

経
管

栄
養

に
つ

い
て

1
.0

1
)

個
人

の
尊

厳
と

自
立

0
.5

7
)

経
管

栄
養

に
関

す
る

感
染

と
予

防
1
.0

2
)

医
療

の
倫

理
0
.5

8
)

経
管

栄
養

を
受

け
る

利
用

者
や

家
族

の
気

持
ち

と
対

応
、

説
明

と
同

意
0
.5

3
)

利
用

者
や

家
族

の
気

持
ち

の
理

解
0
.5

9
)

経
管

栄
養

に
よ

り
生

じ
る

危
険

、
注

入
後

の
安

全
確

認
1
.0

2
保

健
医

療
制

度
と

チ
ー

ム
医

療
1
0
)

急
変

・
事

故
発

生
時

の
対

応
と

事
前

対
策

1
.0

1
)

保
健

医
療

に
関

す
る

制
度

1
.0

9
高

齢
者

及
び

障
害

児
・
者

の
「
経

管
栄

養
」
実

施
手

順
解

説
2
)

医
行

為
に

関
す

る
法

律
0
.5

1
)

経
管

栄
養

で
用

い
る

器
具

・
器

材
と

そ
の

し
く
み

、
清

潔
の

保
持

1
.0

3
)

チ
ー

ム
医

療
と

看
護

職
員

と
の

連
携

0
.5

2
)

経
管

栄
養

の
技

術
と

留
意

点
5
.0

3
安

全
な

療
養

生
活

3
)

経
管

栄
養

に
必

要
な

ケ
ア

1
.0

1
)

た
ん

の
吸

引
や

経
管

栄
養

の
安

全
な

実
施

2
.0

4
)

報
告

及
び

記
録

1
.0

2
)

救
急

蘇
生

法
2
.0

5
0
.0

項
　

　
　

　
　

　
目

　
・
「
経

管
栄

養
が

必
要

な
利

用
者

の
ケ

ア
に

関
す

る
知

識
・
技

術
」
に

お
け

る
指

導
上

の
ポ

イ
ン

ト

　
・
「
た

ん
の

吸
引

が
必

要
な

利
用

者
の

ケ
ア

に
関

す
る

知
識

・
技

術
」
に

お
け

る
指

導
上

の
ポ

イ
ン

ト

講
　

義
　

時
　

間
　

合
　

計

講
義

８

講
義

７

講
義

６

講
義

５

講
義

４

項
　

　
　

　
　

　
目

基
本
研
修
（
講
義
）
の
内
容
及
び
時
間
数
（
5
0
時
間
）
　
【
対
象
者
：
介
護
職
員
】

指
導
者
講
習

・
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
２
日
間
で
実
施

）
　
【
対
象
者
：
看
護
師
等
】

講
義

２

講
義

１

講
義

３
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１
２
　
医
師
法
第
１
７
条
、
歯
科
医
師
法
第
１
７
条
及
び
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
第
３
１
条
の
解
釈
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